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(57)【要約】
　本発明の超音波診断装置は、被検体との間で超音波を
送受する超音波探触子と、超音波探触子に取り付けられ
た位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの
位置及び傾きを検出する3次元位置検出手段と、前記超
音波探触子で前記被検体の体表を走査して取得された3
次元画像データ及び前記3次元位置検出手段により検出
される前記位置センサの位置及び傾きを取得して記憶す
る記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記3次元画
像データを複数のスライス画像データに分割し、前記3
次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位
置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データ
に予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と
傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各
スライス画像データに前記規格画像データ設定手段によ
り設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元
規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを
備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子に取り付けられた
位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検出する3次元位置
検出手段と、前記超音波探触子で前記被検体の体表を走査して取得された3次元画像デー
タ及び前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置及び傾きを取得し
て記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライ
ス画像データに分割し、前記3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置
及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予め定められた規格画像データ構
造の画像位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各スライス画像
データに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加し
て3次元規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、前記規格画像データ構造は、各スライス画像データの画素間隔、画素の行列数
を含み、
　前記規格画像データ設定手段は、前記3次元画像データに基づいてボクセル間距離及び
ボクセル数を求めて、前記各スライス画像データの前記規格画像データ構造の画素間隔と
画素の行列数を設定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、前記位置センサを前記被検体の解剖学的特徴部位に位置合せして位置センサ座
標系の原点位置を被検体座標系の原点位置に調整する座標変換手段を備えたことを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項3記載の超音波診断装置において、
　前記解剖学的特徴部位は、剣状突起、肋骨下部の突起、腰骨の少なくとも1つ以上であ
ることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　他のモダリティ画像撮像装置で撮像した3次元規格画像データの内の2次元規格画像を参
照画像としてモニタに表示するとともに、前記位置センサの位置及び傾きを調整しながら
前記超音波探触子で取得される超音波画像を前記モニタに表示し、前記モニタ上で前記参
照画像と前記超音波画像とを比較して一致するように前記位置センサの座標系を前記参照
画像の被検体座標系に調整することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、心電波形と呼吸波形の少なくとも1つの体動波形を検出する体動検出手段を設
け、
　前記記憶手段は、前記3次元画像データを取得しながら前記体動検出手段により検出さ
れる体動波形の特徴点からの時間情報を記憶し、
　前記規格画像データ構造は、前記体動波形の時間情報を含み、
　前記規格画像データ設定手段は、前記各スライス画像データの前記規格画像データ構造
に前記時間情報を設定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子を前記被検体のス
ライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得された3次元画像データを記
憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超音波探触子の3次元位置及び
傾き情報を生成して記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記3次元画像デー
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タを複数のスライス画像データに分割し、生成された前記超音波探触子の3次元位置及び
傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予め定められた規格画像データ構造の
画像位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各スライス画像デー
タに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3
次元規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項８】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子に取り付けられた
位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検出する3次元位置
検出手段と、前記超音波探触子により取得される動画像データと該動画像データの時間情
報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置及び傾きを取得して
記憶する記憶手段と、前記時間情報と前記3次元位置検出手段により検出された前記位置
センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記記憶手段に記憶された前記動画像データの各
静止画像データに予め定められた規格画像データ構造の時間情報と画像位置情報と傾き情
報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各静止画像データに前記規格画像データ設
定手段により設定された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加して動画規格画像デー
タを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前
記超音波探触子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位
置及び傾きを検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子で前記被検体の体表を走
査して取得された3次元画像データ及び前記3次元位置検出手段により検出される前記位置
センサの位置及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記記
憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、前記3次
元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記各
スライス画像データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設
定するステップと、規格画像データ生成手段前記各スライス画像データに前記規格画像デ
ータ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データ
を生成するステップとを含むことを特徴とする超音波診断装置の規格画像データ生成方法
。
【請求項１０】
　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、記憶手段が前記超音波探
触子を前記被検体のスライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得された
3次元画像データを記憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超音波探
触子の3次元位置及び傾き情報を生成して記憶するステップと、規格画像データ設定手段
が前記記憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し
、生成された前記超音波探触子の3次元位置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画
像データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設定するステ
ップと、規格画像データ生成手段が前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定
手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成す
るステップとを含むことを特徴とする超音波診断装置の規格画像データ生成方法。
【請求項１１】
　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前
記超音波探触子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位
置及び傾きを検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子により取得される動画像
データと該動画像データの時間情報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置
センサの位置及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記時
間情報と前記3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に
基づいて、前記記憶手段に記憶された前記動画像データの各静止画像データに予め定めら
れた規格画像データ構造の時間情報と画像位置情報と傾き情報を設定するステップと、規
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格画像データ生成手段が前記各静止画像データに前記規格画像データ設定手段により設定
された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加して動画規格画像データを生成するステ
ップとを含むことを特徴とする超音波診断装置の規格画像データ生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に係り、特に、同一又は異なる超音波診断装置の相互間、又
は超音波診断装置と他のモダリティ画像撮像装置との間で、画像データの位置情報を相互
に利用する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体内部の断層像をリアルタイムで簡便に取得できることから広
く活用されている。例えば、CT撮像装置のようなX線被爆がないことから、定期的に行な
うことにより疾患を早期発見に繋がる診断に有用である。このような用途に超音波診断装
置を用いる場合は、過去に撮像した超音波画像(静止画)と今回撮像した超音波画像(静止
画)を比較して診断を行なうことが好ましい。
【０００３】
　そこで、特許文献1には、人体などの被検体の過去のボリュームデータを被検体座標系
に対応付けて取得しておき、今回撮像した超音波画像の断層面(スキャン面)の座標情報を
被検体座標系にて算出し、算出した断層面の座標情報に一致する断層像をボリュームデー
タから抽出してリファレンス画像を再構成して両者を表示モニタに表示することが提案さ
れている。
【０００４】
　また、超音波診断装置を用いて肝臓等の臓器に発生した病変部の治療を行う場合、治療
前に治療計画を立て、治療中は治療部位をガイドし、治療後に治療部位を観察して治療効
果を確認する利用法がある。この場合、超音波画像よりも空間分解能及び広視野に優れた
CT画像などの他のモダリティ画像と比較することが有用である。このような、超音波診断
装置による治療の術前、術中、術後の観察には、特許文献1に記載されているように、CT
画像のほか、MR画像、PET画像、他モダリティ画像と連携して、治療部位の超音波画像に
対応した他モダリティ画像の静止画を表示して対比するのが有効である。
【０００５】
　ところで、CT画像、MR画像等の場合、NEMA(北米電子機器工業会)の規格であるDICOM(Di
gital Imaging and Communication in Medicine)のデータ構造には、スライス画像ごとに
3次元被検体座標系の位置情報を定義するデータ要素が規格化されている。これによれば
、CT画像、MR画像等の画像データにDICOMデータ要素を設定することにより、同一スライ
ス位置の異なるモダリティ画像の並列表示、画像のフュージョン、画像相互の3次元的な
位置関係の表示や解析が可能である。つまり、異なるモダリティ画像の3次元位置合わせ
を容易に行えるから、病院情報システムにおいて、各種モダリティコンソール、ビューワ
など、様々な表示や解析が可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2005-296436号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、超音波画像の属性を管理するDICOMデータ構造には、画像の3次元位置情報を保
持するデータ要素が規格として定義されていない。その理由は、超音波診断装置は他のモ
ダリティ画像撮像装置と異なり、撮像しながらリアルタイムで超音波画像をモニタに表示
できるという簡便かつ優位性があり、被検体である患者をベッドなどに固定することなく
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、かつ超音波探触子の位置及び姿勢を自由に操作して撮像できることにある。
【０００８】
　上記の超音波診断装置で取得した過去の超音波画像と今回取得した超音波画像を対比す
る場合は、被検体座標系及び位置情報が相違するから、画像の位置合せをすることは必ず
しも容易ではない。また、特許文献1には、CT装置などの他の撮像装置撮像したモダリテ
ィ画像の被検体座標系と、超音波装置で取得した超音波画像の被検体座標系の位置合せ法
については、具体的に提案されていない。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、同一又は異なる超音波診断装置の相互間、又は超音
波診断装置と他のモダリティ画像撮像装置との間で、画像データの位置情報を相互に利用
できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の第1の態様の超音波診断装置は、被検体との間で超
音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子に取り付けられた位置センサにより前
記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検出する3次元位置検出手段と、前記超
音波探触子で前記被検体の体表を走査して取得された3次元画像データ及び前記3次元位置
検出手段により検出される前記位置センサの位置及び傾きを取得して記憶する記憶手段と
、前記記憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し
、前記3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づい
て、前記各スライス画像データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾
き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各スライス画像データに前記規格画像
データ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像デー
タを生成する規格画像データ生成手段とを備えて構成としたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の第1の態様の超音波診断装置の規格画像データ生成方法は、超音波探触
子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前記超音波探触
子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを
検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子で前記被検体の体表を走査して取得さ
れた3次元画像データ及び前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置
及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記記憶手段に記憶
された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、前記3次元位置検出手
段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像
データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設定するステッ
プと、規格画像データ生成手段前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定手段
により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成するス
テップとを含むことを特徴とする。
【００１２】
　このように、本発明の第1の態様によれば、3次元位置検出手段により検出された位置セ
ンサの位置及び傾き情報に基づいて、各スライス画像データに予め定められた規格画像デ
ータ構造の画像位置情報と傾き情報を設定するようにしたことから、異なる超音波診断装
置により撮像されたそれぞれの超音波画像の画像位置情報と傾き情報を共通データで表す
ことができ、2つの画像データの位置情報を相互に利用できる。なお、本発明の規格画像
データ構造を他のモダリティ撮像装置にも適用すれば、超音波診断装置と他のモダリティ
画像撮像装置との間で、画像データの位置情報を相互に利用できる。この場合、規格画像
データ構造としてDICOMのデータ構造を採用することができる。
【００１３】
　これにより、本発明の第1の態様によれば、過去に取得した超音波画像と今回取得した
超音波画像が異なる超音波診断装置で撮像されている場合であっても、本発明により生成
される3次元規格画像データによれば、画像位置情報及び傾き情報の定義が規格により共
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通化されているから、例えば、2つの被検体座標系の画像の原点位置と傾きを調整するだ
けで、容易に画像の位置合せを行うことができる。
【００１４】
　規格画像データ構造において、画像位置情報には、画像の原点位置及びスライス画像の
配列間隔を含むことができ、画像の原点座標は画像の左上隅の画素中心などに設定できる
。また、超音波探触子の傾きを画像の傾きとして表し、被検体の座標系の各軸(X軸、Y軸
、Z軸)に対する傾き角度で表すことができる。
【００１５】
　本発明の第2の態様は、第1の態様に加えて、前記規格画像データ構造は、各スライス画
像データの画素間隔、画素の行列数を含み、前記規格画像データ設定手段は、前記3次元
画像データに基づいてボクセル間距離及びボクセル数を求めて前記各スライス画像データ
の画素間隔と画素の行列数を設定することができる。これによれば、さらに、異なる超音
波診断装置の相互間、又は超音波診断装置と他のモダリティ画像撮像装置との間で、一層
、画像データの位置情報を相互に利用できる。ここで、画素間隔とは2次元スライス画像
を構成する画素間の寸法であり、画素の行列数とは2次元スライス画像を構成する行方向
の画素数と列方向の画素数である。
【００１６】
　また、本発明の第3の態様は、第1の態様に加えて、前記位置センサを前記被検体の解剖
学的特徴部位に位置合せして位置センサ座標系の原点位置を被検体座標系の原点位置に調
整する座標変換手段を備えることができる。これによれば、被検体座標系により規格画像
データ構造を定義できるから、一層容易に2つの画像間の位置合せを行なうことができる
。また、解剖学的特徴部位としては、剣状突起、肋骨下部の突起、腰骨の少なくとも1つ
以上を選択できる。この場合において、複数の解剖学的特徴部位を用いれば、被検体座標
系と位置センサ座標系とを精度よく対応付けることができる。
【００１７】
　さらに、第1の態様において、　他のモダリティ画像撮像装置で撮像した3次元規格画像
データの内の2次元規格画像を参照画像としてモニタに表示するとともに、前記位置セン
サの位置及び傾きを調整しながら前記超音波探触子で取得される超音波画像を前記モニタ
に表示し、前記モニタ上で前記参照画像と前記超音波画像とを比較して一致するように前
記位置センサの座標系を前記参照画像の被検体座標系に調整する構成とすることができる
。
【００１８】
　これによれば、超音波画像と他モダリティ画像との連携により、空間分解及び広視野に
優れた例えばCT画像などと比較することが容易に行なえる。特に、超音波治療を行なう際
、治療計画や経過観察は広視野で空間分解能に優れた他モダリティの画像と比較すること
ができる。この場合、規格画像データ構造としてDICOMに規定されたデータ構造を利用す
れば、3次元規格画像データを保存することにより、治療計画や経過観察をDICOM3次元表
示装置などで行える。
【００１９】
　さらに、本発明の第4の態様は、第1の態様に加えて、心電波形と呼吸波形の少なくとも
1つの体動波形を検出する体動検出手段を設け、前記記憶手段は、前記3次元画像データを
取得しながら前記体動検出手段により検出される体動波形の特徴点からの時間情報を記憶
し、前記規格画像データ構造は、前記体動波形の時間情報を含み、前記規格画像データ設
定手段は、前記各スライス画像データの前記規格画像データ構造に前記時間情報を設定す
る構成とすることができる。
【００２０】
　本発明の第4の態様によれば、他の超音波診断装置又は他のモダリティ画像撮像装置と
連携しない場合であっても、本発明に係る規格画像データ構造を用いた超音波診断装置単
独で、有用な利用を図ることができる。例えば、胎児の診断を行なう場合、胎児は体内で
移動するため被検体座標系で位置を把握することは必ずしも重要ではなく、しかも他のモ
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ダリティ画像との連携は殆どないから、無被曝でリアルタイム性に優れた3次元超音波画
像による表情の観察などの診断に最も適している。また、血流情報の3次元超音波画像か
らは、他のモダリティ画像では得ることができない情報が得られる。これらの診断におい
て、規格画像データ構造により3次元超音波画像化することにより、検査後の観察、向き
の変更などが可能となる。また、3次元計測などの解析処理を後から実施することが可能
となる。
【００２１】
　さらに、本発明は、位置センサを有する3次元位置検出手段を用いない超音波診断装置
に規格画像データ構造を適用して、有効利用を図ることができる。すなわち、本発明の第
5の態様の超音波診断装置は、被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超
音波探触子を前記被検体のスライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得
された3次元画像データを記憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超
音波探触子の3次元位置及び傾き情報を生成して記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記
憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、生成された前記超
音波探触子の3次元位置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予め定め
られた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段
と、前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置
情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを
備えて構成したことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の第5の態様の超音波診断装置の規格画像データ生成方法は、超音波探触
子が被検体との間で超音波を送受するステップと、記憶手段が前記超音波探触子を前記被
検体のスライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得された3次元画像デ
ータを記憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超音波探触子の3次元
位置及び傾き情報を生成して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記記憶手
段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、生成された
前記超音波探触子の3次元位置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予
め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設定するステップと、規格
画像データ生成手段が前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定手段により設
定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成するステップと
を含むことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第5の態様によれば、本発明に係る規格画像データ構造を用いた超音波診断装
置単独で、有用な利用を図ることができる。すなわち、超音波による診断部位によっては
、例えば心臓や血管などの循環器系のように、同一の被検体であっても時々刻々形態が変
化する時相情報を持つ診断部位がある。このような診断部位を撮像する場合、診断部位の
形態変化に関連する心電波形や、心拍波形とともに3次元画像を取得し、特定時相に同期
させた静止画を取得して種々の診断を行うことが知られている。例えば、スライス位置を
移動しながら特定時相に対応する複数のスライス画像を複数時相について取得し、複数時
相を持つ3次元画像を用いて、心臓の3次元動態解析、つまり、弁、心房、心室について動
きの観察や、心房、心室の各時相における体積とその変化、駆出量などを行うことができ
る。この場合に、規格画像データ構造を用いて3次元規格画像データを生成することによ
り、前回検査との対比診断を容易に行うことができる。
【００２４】
　本発明の第6の態様は、本発明に係る規格画像データ構造を用いた超音波診断装置単独
により動画像を取得して有用な利用を図るものである。すなわち、本発明の超音波診断装
置の第6の態様は、被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子
に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検
出する3次元位置検出手段と、前記超音波探触子により取得される動画像データと該動画
像データの時間情報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置及
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び傾きを取得して記憶する記憶手段と、前記時間情報と前記3次元位置検出手段により検
出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記記憶手段に記憶された前記
動画像データの各静止画像データに予め定められた規格画像データ構造の時間情報と画像
位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各静止画像データに前記
規格画像データ設定手段により設定された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加して
動画規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを備えて構成されることを特徴
とする。
【００２５】
　また、本発明の超音波診断装置の規格画像データ生成方法の第6の態様は、超音波探触
子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前記超音波探触
子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを
検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子により取得される動画像データと該動
画像データの時間情報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置
及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記時間情報と前記
3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づいて、前
記記憶手段に記憶された前記動画像データの各静止画像データに予め定められた規格画像
データ構造の時間情報と画像位置情報と傾き情報を設定するステップと、規格画像データ
生成手段が前記各静止画像データに前記規格画像データ設定手段により設定された時間情
報と画像位置情報と傾き情報を付加して動画規格画像データを生成するステップとを含む
ことを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第6の態様によれば、例えば心臓や血管などの循環器系のように、安静時と加
負荷時とで形態が異なる部位を診断対象とする場合、安静時と加負荷時の動画像を取得し
て保存しておき、診断部位の各部の形態の変化(動き)を解析することがある。このような
場合に、本発明の規格画像データ構造を用いて診断部位の3次元規格画像データを生成し
、任意の断面の3次元的位置を把握することにより前回検査との対比診断を容易に行うこ
とができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、異なる超音波診断装置の相互間、又は超音波診断装置と他のモダリテ
ィ画像撮像装置との間で、画像データの位置情報を相互に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施例1の超音波診断装置のブロック構成図
【図２】本発明の実施例1の超音波診断装置を利用した連携システムの構成図
【図３】本発明の実施例1の処理を示す概念図
【図４】本発明の実施例1の処理手順を示すフローチャート
【図５】DICOMデータ構造の例を示す図
【図６】被検体座標系における画像の配置とDICOMタグとの関係を説明する図
【図７】DICOMにおける超音波画像の位置情報の表現例及び被検体座標系における画像の
配置を示す図
【図８】本発明の実施例2の処理手順を示すフローチャート
【図９】本発明の実施例3の処理を示す概念図
【図１０】本発明の実施例3の処理手順を示すフローチャート
【図１１】本発明の実施例4の処理を示す概念図
【図１２】本発明の実施例4の処理手順を示すフローチャート
【図１３】本発明の実施例5の処理を示す概念図
【図１４】本発明の実施例5の処理手順を示すフローチャート
【図１５】本発明の実施例6の処理を示す概念図
【図１６】本発明の実施例6の処理手順を示すフローチャート
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の超音波診断装置を実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００３０】
　図1に、本発明の実施例1の超音波診断装置のブロック構成図を示す。図1に示すように
、超音波探触子1は周知の構成を有し、被検体との間で超音波を送受するようになってい
る。超音波送受信回路2は、超音波探触子1を駆動して超音波を被検体に送波するとともに
、被検体から発生される反射エコー信号を受波し、所定の受信処理を行ってRFデータを超
音波信号変換部3に出力するようになっている。超音波信号変換部3は、入力されるRFデー
タに基づいてRFフレームデータごとに2次元画像データに変換してモニタである画像表示
部4に出力表示するようになっている。また、超音波信号変換部3は、変換した複数の2次
元画像データを記憶手段である画像及び画像情報保存部5に3次元画像データとして格納す
るようになっている。
【００３１】
　一方、超音波探触子1には、3次元位置検出手段としての位置センサユニット9が接続さ
れている。位置センサユニット9は、図2に示すように、超音波探触子1に取り付けられた3
次元の位置センサ11と、被検体の周囲に例えば3次元の磁場空間を形成するトランスミッ
ター12を有して形成されている。位置センサユニット9により検出された位置センサ11の
位置及び傾きを含む位置情報は、位置情報入力部10を介して画像及び画像情報保存部5に
格納されるようになっている。この位置情報は、超音波信号変換部3から入力される各RF
フレームデータに対応させて、画像及び画像情報保存部5に格納されるようになっている
。これにより、画像及び画像情報保存部5には、超音波探触子1で被検体の体表を走査して
取得された3次元画像データ及び位置センサユニット9により検出された位置センサ11の位
置情報が対応付けて格納される。
【００３２】
　DICOMデータ変換部6は、画像及び画像情報保存部5に格納された3次元画像データを、規
格画像データの1種である周知のDICOMデータに変換して、再び画像及び画像情報保存部5
に格納するようになっている。すなわち、DICOMデータ変換部6は、DICOMデータ設定手段
とDICOMデータ生成手段とを有して構成されている。DICOMデータ設定手段は、画像及び画
像情報保存部5に記憶された3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、位置
センサ11の位置情報に基づいて、各スライス画像データに予め定められたDICOMデータ構
造のデータ要素である画像位置情報と傾き情報を設定するようになっている。DICOMデー
タ生成手段は、各スライス画像データに設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3
次元規格画像データを生成して、画像及び画像情報保存部5に記憶させるようになってい
る。
【００３３】
　また、図1、2に示すように、超音波診断装置20を構成する超音波信号変換部5とDICOMデ
ータ変換部6は、それぞれ画像送受信部7を介してネットワークに接続され、ネットワーク
に接続されたCT22、MR23などの他のモダリティ画像撮像装置、又はビューワ(Viewer)24、
PACS25などのDICOMサーバとの間で画像データを送受可能になっている。
【００３４】
　ここで、図3の概念図及び図4のフローチャートを参照して、実施例1の詳細構成を動作
とともに説明する。まず、超音波探触子1に3次元の位置センサ11を装着し(S1)、位置セン
サ座標系の超音波探触子1の3次元的位置情報を取得しながら超音波3次元画像データを取
得し、画像及び画像情報保存部6に保存する(S2)。3次元的位置情報としては、センサ位置
(x1、y1、z1)、センサ傾き(p1、q1、r1)からなる。3次元位置センサとしては、本実施例
の磁気位置センサのほか、光学的位置センサなど、超音波探触子1の3次元的位置及び傾き
を検出できれば、これらに限られない。また、3次元画像データの取得は、超音波探触子1
を体表面上で走査する他、3次元専用の超音波探触子を用いることができる。さらに、3次
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元画像データは、ボクセルデータ、マルチスライスデータ、RAW(生)データなど形式は問
わない。画像及び画像情報保存部6は、メモリ上での保持、データベース、ファイリング
システム、あるいはこれらの組合せでもよい。
【００３５】
　次いで、DICOMデータ変換部6において、DICOMデータ変換を実行する(S3)。変換されたD
ICOMデータは、それぞれ画像送信部7を介してネットワークに接続されたCT22、MR23など
の他のモダリティ画像撮像装置、又はビューワ(Ｖｉｅｗｅｒ)24、PACS25などのDICOMサ
ーバに転送され、あるいはメディアR/W部8を介してDICOMメディアに書き込まれる(S4)。
転送先のDICOMサーバで、超音波DICOM画像の3次元表示や3次元的解析を行う(S5)。一方、
DICOMメディアに書き込まれたDICOMデータは、DICOM装置に読み込まれ、超音波DICOM画像
の3次元表示や3次元的解析を行う(S6)。
【００３６】
　ここで、DICOMデータ変換部6の詳細な構成及び動作を説明する。DICOMデータ変換部6で
は、DICOM画像の種類(SOP Class)としてユーエスイメージストレージ(US Image Storage)
のリタイヤー又は新規(Retired又はNew)を用いる。ユーエスイメージストレージであれば
、圧縮の可否は問わない。
【００３７】
　位置センサ11の3次元の位置情報としては、画像位置(Image Position)(0020,0032)、画
像傾き(Image Orientation)(0020、0037)のほか、参照フレーム(Frame of Reference UID
)(0020,0052)であり、次に説明するようにDICOMデータ構造の対応するデータ要素に設定
する。
【００３８】
　また、DICOMデータ要素には、画素間隔(Pixel Spacing)(0028、0030)、画素の行(Rows)
(0028、0010)の数及び列(Columns)(0028,0011)の数が規定されている。そこで、3次元画
像データに基づいてボクセル間距離(s,t,ｕ)及びボクセル数(l,m,n)を求めて、各スライ
ス画像データの画素間隔と画素の行列数を設定して、DICOMデータに変換する。また、画
像及び画像情報保存部5に記憶された3次元画像データを複数のスライス画像データに分割
する。分割した各スライス画像データに設定されたDICOMデータ構造のデータ要素に対応
する情報を設定する。これにより、DICOM画像データが生成される。生成された3次元のDI
COM画像データは、画像及び画像情報保存部5に記憶される。
【００３９】
　ここで、図5～図7を参照して、DICOMデータ構造及びそのデータ要素について説明する
。DICOMデータ構造及びそのデータ要素は、参考文献：DICOM Part 3: Information Objec
t Definitions (2007)に記載されている。図5に示すように、DICOMには、CT、MR、PETな
どの3次元位置情報を保持するデータ要素を含むイメージプレーン(Image Plane)モジュー
ルが定義されている。ここで、3次元位置情報を保持するデータ要素としては、前述した
ように、画像位置(Image Position)(0020,0032)、画像傾き(Image Orientation)(0020、0
037)、画素間隔(Pixel Spacing)(0028,0030)、参照フレーム(Frame of Reference UID)(0
020,0052)がある。
【００４０】
　これらのモダリティ画像は、被検体が横臥するテーブル(ベッド)を通常有しており、テ
ーブルの移動量を画像の3次元的位置情報に置き換えることが容易であるという特徴を持
っている。これに対して超音波(ＵS)画像では、図5に示すように、3次元位置情報を保持
するデータ要素を含むイメージプレーン(Image Plane)モジュールが定義されていない。
そこで、本実施例1では、DICOMデータ要素にＵSの3次元位置情報を付加することを提案す
るものである。
【００４１】
　図6に示すように、DICOMの座標系は右手系であり、被検体を基本とする被検体座標系で
ある。すなわち、
　X方向: R(Right)→L(Left)方向
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　Y方向: A(Anterior)→P(Posterior)方向
　Z方向: F(Foot)→H(Head)方向 
したがって、被検体座標系における画像の3次元的な配置は、以下のタグ(Tag)により与え
られる。
【００４２】
　画像位置Image Position (Patient) (0020,0032)
　　：(x0,y0,z0)：[mm]：基準点の座標。画素の中心位置
　画像傾きImage Orientation (Patient) (0020,0037) 
　　：(x1,y1,z1,x2,y2,z2)：[-]：Raw方向とColumn方向の単位ベクトル
　画素列数Rows (0028,0010)
　　：r[-]：Column方向のピクセル数
　画素行数Columns (0028,0011) 
　　：c[-]：Row方向のピクセル数
　画素間隔Pixel Spacing (0028,0030)
　　：(Pr,Pc)[mm]：Row方向とColumn方向のピクセル間隔
　ここで、画素列数と画素行数は、画像の基準点(図示例では、右上隅)の画素である。
【００４３】
　図7に、超音波画像についてDICOMデータ要素に3次元位置情報を付加した表現の一例を
示す。図において、画像位置Image Position (Patient)(0020,0032)の値(Value)は、1枚
目のスライス画像の位置は「0」で、これに対し2枚目の画像の位置はZ方向に「－0.9」mm
変化し、10枚目の画像は「－8.1」mm変化していることが分かる。また、画像傾きImage O
rientation (Patient) (0020,0037)は、傾きが同じであるとして表現している。また、画
素列数Rows は「382」、画素行数Columns は「497」、画素間隔Pixel SpacingはPｒ、Pｃ
ともに「0．4416194」であることがわかる。
【００４４】
　このように規定された超音波画像のDICOMデータに基づいて、超音波の3次元画像データ
の位置情報を表現することにより、異なる超音波診断装置により撮像されたそれぞれの超
音波画像の画像位置情報と傾き情報を共通データで表すことができ、2つの画像データの
位置情報を相互に利用できる。また、本実施例では、他のモダリティ撮像装置に適用され
ているDICOMデータにより、超音波画像を表現できることから、超音波診断装置と他のモ
ダリティ画像撮像装置との間で、画像データの位置情報を相互に利用できる。
なお、本発明の規格画像データ構造は、DICOMデータ構造に限定されるものではないが、
広く採用されているDICOMのデータ構造を採用することが好ましい。
【００４５】
　また、本実施例により生成された超音波DICOM画像を、図1の画像送受信部7からDICOMサ
ーバに転送したり、又はメディアR/W部8にてメディアにDICOMファイルとして書き込みを
行うことができる。この場合、転送先のDICOMサーバや、メディア経由でDICOMファイルを
読込んだDICOM装置で、超音波DICOM画像の3次元表示や3次元的解析を行うことができる。
ここで、3次元表示には各種レンダリング処理、ＭPRなどが含まれる。さらに、3次元的解
析には体積などの3次元的測定の他、任意の断面に対する距離、角度などの2次元的測定も
含まれる。また、本実施例の超音波診断装置20で超音波DICOM画像を読み込み、超音波DIC
OM画像の3次元表示や3次元的解析を行うことも可能である。
【００４６】
　以上説明したように、本実施例によれば、過去に取得した超音波画像と今回取得した超
音波画像が同一又は異なる超音波診断装置で撮像されている場合であっても、本発明によ
り生成される3次元規格画像データは、画像位置情報及び傾き情報の定義が規格により共
通化されているから、例えば、2つの被検体座標系の画像の原点位置と傾きを調整するだ
けで、容易に画像の位置合せを行うことができる。
【００４７】
　また、本実施例によれば、DICOMデータに、各スライス画像データの画素間隔と画素の
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行列数を設定することができるから、異なる超音波診断装置の相互間、又は超音波診断装
置と他のモダリティ画像撮像装置との間で、一層、画像データの位置情報を相互に利用で
きる。
【実施例２】
【００４８】
　図8に、本発明の超音波診断装置の実施例2における処理手順のフローチャートを示す。
本実施例が、実施例1と相違する点は、3次元の位置センサ11の座標系の原点を被検体の解
剖学的特徴部位に位置合せする被検体座標系の原点位置に調整する座標変換手段を備設け
たことにある。その他の点は、実施例1と同様であることから説明を省略する。図8に示す
ように、図4のフローチャートのステップS1の次に、被検体の解剖学的特徴部位で位置セ
ンサ座標系の原点を調整するステップS8を追加した。
【００４９】
　本実施例によれば、位置センサ11により検出された位置情報を、DICOM画像データで用
いられている被検体座標系で定義できるから、一層容易に2つの画像間の位置合せを行な
うことができる。また、例えば、複数回の検査により得られた超音波画像間で、容易に画
像比較を行うことができる。なお、解剖学的特徴部位としては、剣状突起、肋骨下部の突
起、腰骨の少なくとも1つ以上を選択できる。この場合において、複数(例えば、3つ)の解
剖学的特徴部位を用いれば、位置センサ座標系の傾きを被検体座標系に合わせることがで
き、精度のよい画像位置データを取得できる。
【実施例３】
【００５０】
　図9に本発明の超音波診断装置の実施例3の概念図を示し、図10に本実施例における処理
手順のフローチャートを示す。本実施例が実施例1、2と相違する点は、位置センサ座標系
を他のモダリティ画像撮像装置であるCT撮像装置で撮像したDICOMデータを参照画像とし
てモニタに表示するとともに、位置センサ11の位置及び傾きを調整しながら超音波画像を
取得してモニタに表示し、モニタ上で参照画像と超音波画像とを比較して一致するように
位置センサ11を参照画像の被検体座標系に調整することにより、位置センサ座標系をCT画
像のDICOMデータの座標系である被検体座標系に一致させるようにしたことにある。
【００５１】
　すなわち、図10のフローチャートに示すように、実施例2のステップS8に代えて、リア
ルタイム超音波画像とCT画像のDICOMデータの参照画像とを比較して、位置センサ座標系
をCT画像の被検体座標系に一致させるステップS9を設けている。また、ステップS3のDICO
Mデータ変換を、ステップS10のように、CT画像の被検体座標系にDICOMデータ変換するよ
うにしている。
【００５２】
　本実施例によれば、超音波画像と他モダリティ画像との連携により、空間分解及び広視
野に優れた例えばCT画像などと比較することが容易に行なえる。特に、超音波治療を行な
う際、治療計画や経過観察は広視野で空間分解能に優れた他モダリティの画像と比較する
ことができる。この場合、規格画像データ構造としてDICOMに規定されたデータ構造を利
用すれば、DICOM3次元画像を保存することにより、治療計画や経過観察をDICOM3次元表示
装置などで行える。
【００５３】
　本実施例は、CT画像だけでなく、MR画像、超音波画像などでもよい。超音波画像のDICO
Mデータ要素設定に際して、CT画像のDICOMデータから3次元位置情報を取得してCT被検体
座標系情報を得る。そして、位置センサ座標系により取得した3次元的位置情報を、CT被
検体座標系へ変換し、超音波画像のDICOMデータ要素を設定する。これにより参照するCT
画像と同じ被検体座標系で超音波画像を扱うことができる。
【実施例４】
【００５４】
　図11に本発明の超音波診断装置の実施例4の概念構成図を示し、図12に本実施例の処理
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手順のフローチャートを示す。本実施例が、他の実施例と相違する点は、位置センサを用
いない超音波診断装置に規格画像データ構造を適用して、有効利用を図ることができる例
である。
【００５５】
　すなわち、本実施例は、図11及び図12に示すように、超音波探触子1に位置センサを装
着しないで(S11)、超音波探触子1を被検体のスライス断面に直交する方向に、かつ指定し
た一定速度で走査して取得された3次元画像データを記憶するとともに、超音波探触子1の
走査条件に基づいて超音波探触子の3次元位置及び傾き情報を内部生成する(S12)。次に、
内部生成した3次元位置情報を基にして、DICOMデータ要素を設定する(S13)。
【００５６】
　本実施例の場合、ステップS13におけるDICOMデータ要素の設定は、他の実施例と次の点
で異なる。まず、画像位置(Image Position)、画像の傾き(Image Orientation)は、任意
のスライス位置、例えばスライス1枚目の左上角のピクセル中心を原点として、行(Row)方
向をX、列(Column)方向をY、探触子走査方向をZとして設定する。その他の点は、実施例1
等と同様であることから、説明は省略する。
【００５７】
　例えば、胎児の診断を行なう場合、胎児は体内で移動するため被検体座標系で位置を把
握することは必ずしも重要ではないが、無被曝でリアルタイム性に優れた超音波画像によ
る診断が最も適している。特に、3次元画像による表示は、胎児の表面形状の観察に適し
ており、胎児の表情観察は医師だけでなく被検体の家族への提供が要望されている。また
、血流情報の3次元表示からは、他のモダリティでは得ることができない情報が得られる
。胎児の3次元解析としては、頭部容積や、脊椎に沿った長さ、大腿骨の長さなどの把握
にも適している。胎児では人体座標系や、他モダリティとの関係は重要ではない。しかし
、3次元化することにより、胎児の表情や血流情報の観察が容易になる。さらに、DICOMで
3次元化することにより、検査後の観察、向きの変更などが可能となる。また、3次元計測
などの解析処理を後から実施することが可能となる。
【実施例５】
【００５８】
　図13に本発明の超音波診断装置の実施例5の概念構成図を示し、図14に本実施例の処理
手順のフローチャートを示す。本実施例が、他の実施例と相違する点について説明する。
図13、図14に示すように、心電波形と呼吸波形の少なくとも1つの体動波形を検出する体
動検出手段である生体情報センサ13を被検体に装着する(S15)。次いで、3次元画像データ
を取得しながら生体情報センサ13により検出される体動波形の特徴点からの時間情報を記
憶する(S16)。さらに、DICOMデータ変換部6は、各スライス画像データのDICOMデータ構造
に含まれる体動波形の時間情報のデータ要素に時間情報を設定して、DICOMデータ変換す
る(S17)。その他の点は、実施例1と同様であるから説明を省略する。
【００５９】
　例えば、ステップS16で、画像のスライス位置を決め、例えば、心電図を取得しながらR
波からの遅延時間を設定し、画像のスライス位置を移動しながら、各時相の画像を取得し
ていくことにより、複数スライス、複数時相の画像を取得する。この複数時相を持つ3次
元画像を用いて、心臓の3次元動態解析を行うことができる。3次元動態解析としては、弁
、心房、心室について動きの観察や、心房、心室の各時相における体積とその変化、駆出
量などを計測できる。このように、心臓の3次元動態解析のため時相情報を持つ複数スラ
イスの静止画取得が有効である。時間情報としては、心電同期であればR波からの時相遅
れ、呼吸同期であれば最大呼気からの時相遅れなどがある。
【００６０】
　本実施例によれば、DICOMデータ構造を用いた超音波診断装置単独で、有用な利用を図
ることができる。すなわち、超音波による診断部位によっては、例えば心臓や血管などの
循環器系のように、同一の被検体であっても時々刻々形態が変化する時相情報を持つ診断
部位がある。このような診断部位を撮像する場合、診断部位の形態変化に関連する心電波
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形や、心拍波形とともに3次元画像を取得し、特定時相に同期させた静止画を取得して種
々の診断を行うことが知られている。例えば、スライス位置を移動しながら特定時相に対
応する複数のスライス画像を複数時相について取得し、複数時相を持つ3次元画像を用い
て、心臓の3次元動態解析、つまり、弁、心房、心室について動きの観察や、心房、心室
の各時相における体積とその変化、駆出量などを行うことができる。この場合に、規格画
像データ構造を用いて3次元規格画像データを生成することにより、前回検査との対比診
断を容易に行うことができる。
【００６１】
　DICOMデータ変換部6では、超音波3次元データをスライス画像に分割し、スライス画像
毎に3次元的位置情報と時間情報を含むDICOMデータ要素を設定する。DICOMデータ要素の
時間情報として、例えばImage Trigger Delay (0018,1067)を設定する。3次元的位置情報
と時間情報を含む超音波DICOM画像の利用法は、実施例1と同じである。DICOM装置で、超
音波DICOM画像の4次元表示や4次元的解析を行う。
4次元表示には各種レンダリング処理、MPRなどの動画が含まれる。 4次元的解析には体積
などの時相ごとの3次元的測定の他、任意の断面に対する時相ごとの距離、角度などの2次
元的測定も含まれる。また、超音波診断装置20で超音波DICOM画像を読み込み、超音波DIC
OM画像の4次元表示や4次元的解析を行うことができる。
【実施例６】
【００６２】
　図15に本発明の超音波診断装置の実施例6の概念構成図を示し、図16に本実施例の処理
手順のフローチャートを示す。本実施例が、他の実施例と相違する点は、本発明に係る規
格画像データ構造を用いた超音波診断装置単独により動画像を取得して有用な利用を図る
ものである。
【００６３】
　図16に示すように、超音波探触子1により取得される動画像データと、その動画像デー
タの時間情報と3次元位置検出手段により検出される位置センサの位置及び傾きを取得し
て記憶する(S18)。そして、時間情報と検出された位置センサの位置及び傾き情報に基づ
いて、記憶された動画像データの各静止画像データに予め定められたDICOMデータ構造の
時間情報と画像位置情報と傾き情報を設定し、各静止画像データにDICOMデータ構造のデ
ータ要素に設定された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加してDICOM動画データを
生成する(S19)。DICOMデータは、図15に示すように、データ要素にフレーム時間(Frame T
ime)(0018,1063)が規定されている。その他の点は、実施例1と同様であるから、説明を省
略する。
【００６４】
　本実施例によれば、例えば心臓や血管などの循環器系のように、安静時と加負荷時とで
形態が異なる部位を診断対象とする場合、安静時と加負荷時の動画像を取得して保存して
おき、診断部位の各部の形態の変化(動き)を解析することがある。このような場合に、本
発明の規格画像データ構造を用いて診断部位の3次元規格画像データを生成し、任意の断
面の3次元的位置を把握することにより前回検査との対比診断を容易に行うことができる
。
【００６５】
　例えば、心臓のストレス解析では、心臓のある断面に対して、安静時と加負荷時の動画
を保存し、心房、心室の動きを解析する。これにより心臓の部分的な状況を把握すること
ができる。断面の3次元的位置を把握することにより、前回検査との比較が可能となる。
つまり、心臓のストレス解析においては、ある断面に対して動画の取得が必要であり、断
面の3次元的位置を把握することにより、前回検査との比較が可能となる。
【００６６】
　本実施例において、超音波動画データは、ＪPＥＧなどどんな形でも構わない。DICOMデ
ータの時間情報としては、フレーム情報などがある。DICOMデータ変換部6で、動画像に3
次元的位置情報と時間情報を含むDICOMデータ要素を設定する。時間情報としては例えばF
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rame Time (0018,106)を設定する。このようにして生成された3次元的位置情報と時間情
報を含む超音波DICOM画像の利用法に関しては、実施例1と同様である。特に、転送先のDI
COMサーバや、メディア経由でDICOMファイルを読込んだDICOM装置で、超音波DICOM画像の
動画表示や動画解析を行う。動画表示には同一スライスに対する比較表示が含まれる。動
画解析にはドップラー、エラストなどの2次元的測定も含まれる。また、超音波診断装置2
0で超音波DICOM画像を読み込み、超音波DICOM画像の動画表示や動画解析を行うことがで
きる。
【００６７】
　また、添付図面を参照して、本発明に係る超音波診断装置等の好適な実施形態について
説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的
思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００６８】
　1　超音波探触子、2　超音波送受信回路、3　超音波信号変換部、4　画像表示部、5　
画像及び画像情報保存部、6　DICOMデータ変換部、7　画像送信部、8　メディアR/W部、9
　位置センサユニット、10　位置情報入力部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月20日(2011.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子に取り付けられた
位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検出する3次元位置
検出手段と、前記超音波探触子で前記被検体の体表を走査して取得された3次元画像デー
タ及び前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置及び傾きを取得し
て記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライ
ス画像データに分割し、前記3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置
及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予め定められた規格画像データ構
造の画像位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各スライス画像
データに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加し
て3次元規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、前記規格画像データ構造は、各スライス画像データの画素間隔、画素の行列数
を含み、
　前記規格画像データ設定手段は、前記3次元画像データに基づいてボクセル間距離及び
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ボクセル数を求めて、前記各スライス画像データの前記規格画像データ構造の画素間隔と
画素の行列数を設定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、前記位置センサを前記被検体の解剖学的特徴部位に位置合せして位置センサ座
標系の原点位置を被検体座標系の原点位置に調整する座標変換手段を備えたことを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項3記載の超音波診断装置において、
　前記解剖学的特徴部位は、剣状突起、肋骨下部の突起、腰骨の少なくとも1つ以上であ
ることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　他のモダリティ画像撮像装置で撮像した3次元規格画像データの内の2次元規格画像を参
照画像としてモニタに表示するとともに、前記位置センサの位置及び傾きを調整しながら
前記超音波探触子で取得される超音波画像を前記モニタに表示し、前記モニタ上で前記参
照画像と前記超音波画像とを比較して一致するように前記位置センサの座標系を前記参照
画像の被検体座標系に調整することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項1記載の超音波診断装置において、
　さらに、心電波形と呼吸波形の少なくとも1つの体動波形を検出する体動検出手段を設
け、
　前記記憶手段は、前記3次元画像データを取得しながら前記体動検出手段により検出さ
れる体動波形の特徴点からの時間情報を記憶し、
　前記規格画像データ構造は、前記体動波形の時間情報を含み、
　前記規格画像データ設定手段は、前記各スライス画像データの前記規格画像データ構造
に前記時間情報を設定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子を前記被検体のス
ライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得された3次元画像データを記
憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超音波探触子の3次元位置及び
傾き情報を生成して記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記3次元画像デー
タを複数のスライス画像データに分割し、生成された前記超音波探触子の3次元位置及び
傾き情報に基づいて、前記各スライス画像データに予め定められた規格画像データ構造の
画像位置情報と傾き情報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各スライス画像デー
タに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3
次元規格画像データを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項８】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子と、前記超音波探触子に取り付けられた
位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位置及び傾きを検出する3次元位置
検出手段と、前記超音波探触子により取得される動画像データと該動画像データの時間情
報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置センサの位置及び傾きを取得して
記憶する記憶手段と、前記時間情報と前記3次元位置検出手段により検出された前記位置
センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記記憶手段に記憶された前記動画像データの各
静止画像データに予め定められた規格画像データ構造の時間情報と画像位置情報と傾き情
報を設定する規格画像データ設定手段と、前記各静止画像データに前記規格画像データ設
定手段により設定された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加して動画規格画像デー
タを生成する規格画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
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　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前
記超音波探触子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位
置及び傾きを検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子で前記被検体の体表を走
査して取得された3次元画像データ及び前記3次元位置検出手段により検出される前記位置
センサの位置及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記記
憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し、前記3次
元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に基づいて、前記各
スライス画像データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設
定するステップと、
　前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定手段により設定された画像位置情
報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成するステップとを含むことを特徴と
する超音波診断装置の規格画像データ生成方法。
【請求項１０】
　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、記憶手段が前記超音波探
触子を前記被検体のスライス断面に直交する方向に、かつ一定速度で走査して取得された
3次元画像データを記憶するとともに、前記超音波探触子の走査に基づいて前記超音波探
触子の3次元位置及び傾き情報を生成して記憶するステップと、規格画像データ設定手段
が前記記憶手段に記憶された前記3次元画像データを複数のスライス画像データに分割し
、生成された前記超音波探触子の3次元位置及び傾き情報に基づいて、前記各スライス画
像データに予め定められた規格画像データ構造の画像位置情報と傾き情報を設定するステ
ップと、規格画像データ生成手段が前記各スライス画像データに前記規格画像データ設定
手段により設定された画像位置情報と傾き情報を付加して3次元規格画像データを生成す
るステップとを含むことを特徴とする超音波診断装置の規格画像データ生成方法。
【請求項１１】
　超音波探触子が被検体との間で超音波を送受するステップと、3次元位置検出手段が前
記超音波探触子に取り付けられた位置センサにより前記被検体に対する該位置センサの位
置及び傾きを検出するステップと、記憶手段が前記超音波探触子により取得される動画像
データと該動画像データの時間情報と前記3次元位置検出手段により検出される前記位置
センサの位置及び傾きを取得して記憶するステップと、規格画像データ設定手段が前記時
間情報と前記3次元位置検出手段により検出された前記位置センサの位置及び傾き情報に
基づいて、前記記憶手段に記憶された前記動画像データの各静止画像データに予め定めら
れた規格画像データ構造の時間情報と画像位置情報と傾き情報を設定するステップと、規
格画像データ生成手段が前記各静止画像データに前記規格画像データ設定手段により設定
された時間情報と画像位置情報と傾き情報を付加して動画規格画像データを生成するステ
ップとを含むことを特徴とする超音波診断装置の規格画像データ生成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、図1、2に示すように、超音波診断装置20を構成する超音波信号変換部3とDICOMデ
ータ変換部6は、それぞれ画像送受信部7を介してネットワークに接続され、ネットワーク
に接続されたCT22、MR23などの他のモダリティ画像撮像装置、又はビューワ(Viewer)24、
PACS25などのDICOMサーバとの間で画像データを送受可能になっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３４】
　ここで、図3の概念図及び図4のフローチャートを参照して、実施例1の詳細構成を動作
とともに説明する。まず、超音波探触子1に3次元の位置センサ11を装着し(S1)、位置セン
サ座標系の超音波探触子1の3次元的位置情報を取得しながら超音波3次元画像データを取
得し、画像及び画像情報保存部5に保存する(S2)。3次元的位置情報としては、センサ位置
(x1、y1、z1)、センサ傾き(p1、q1、r1)からなる。3次元位置センサとしては、本実施例
の磁気位置センサのほか、光学的位置センサなど、超音波探触子1の3次元的位置及び傾き
を検出できれば、これらに限られない。また、3次元画像データの取得は、超音波探触子1
を体表面上で走査する他、3次元専用の超音波探触子を用いることができる。さらに、3次
元画像データは、ボクセルデータ、マルチスライスデータ、RAW(生)データなど形式は問
わない。画像及び画像情報保存部5は、メモリ上での保持、データベース、ファイリング
システム、あるいはこれらの組合せでもよい。
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摘要(译)

本发明中，相对于在用于发送和接收超声波的超声波探头被摄体的位置
传感器的位置和倾斜的超声波诊断装置中，位置传感器附连到所述对象
之间的超声波探头三维位置检测装置，用于检测所述位置传感器的位置
由三维图像数据检测和由由超声波探头扫描被检体的体表面所获得的三
维位置检测装置和存储装置，用于获取和存储的倾斜，存储在存储所述3
维图像数据分成多个切片的图像数据，位置和位置传感器的由三维位置
检测装置检测基于所述倾斜信息，和标准图像数据设置装置，用于设置
所述图像的位置信息和倾斜预定的标准图像数据结构的信息中的每个切
片的图像数据，其中每个切片的图像数据和一个基准图像数据生成装
置，用于通过将所述图像的位置信息被设置且按等级图像数据设定部倾
斜信息生成三维标准的图像数据。
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